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No.835 2023 年 7 月 5 日奥多摩町役場　☎ 0428-83-2111( 代 )　FAX 0428-83-2344

熱
中
症
ほ
か

ご 注 意 く だ さ い ！『 熱 中 症 』

　　～水分補給は足りていますか？のどの渇きを感じる前に

　　　　　　　こまめに水分補給をしましょう！マスクは適宜はずしてください～

【熱中症】　

　　熱中症は、日差しが強く、風が弱い、湿度が高いなどの暑い時に、体内の水分や塩分のバラン　

　スが崩れることによっておこる症状をいいます。室内でも熱中症は頻繁に起こっています（気温が

　３０℃以下でも発生します）。また、梅雨明けで急に暑くなった日などは要注意です！

　　特に高齢者は、重症になると生命にも危険がおよぶため注意が必要です。

【熱中症の症状】

　　めまい、手足のしびれ、頭痛、吐き気などです。

　　高熱、意識がない（もうろうとしている）などの場合は、早期に医療期間に

　　受診することが必要です。短時間で重症化することもあります。

【熱中症にならないために】

　☆ のどが渇かなくても、動いていなくても、定期的に水分を補給する（一日１．２リットルを目安

     に。大量に汗をかいたときは塩分の補給も忘れずに）

　☆ 室内の風通しをよくして、高温多湿にならないよう、マスクをは適宜はずす

　☆ 外を歩く時は、日陰を選び、直射日光を避ける（帽子や日傘、クールネックを使用し、涼しい

　　 服装で！マスク着用時に負荷のかかる作業や運動は極力さけてください）

　☆ 睡眠を十分にとり、栄養補給をしっかり行う（熱中症の発症には、日々の体調が影響します。

　　 体調が悪いときは無理せず自宅療養を）

【暑さに強い体づくり】

　　熱中症の予防には日々の体調管理が大切です。また、適度に汗をかくことも大切です。運動（ウォー

　キングなど）や入浴などで汗をかく習慣をつけておくことで発汗機能が働きます。（＊炎天下での

　運動は服装や運動時間、水分補給などに注意しましょう。）

【風がないときは】

　　空気が動かないと、気温が高くなります。室内ではエアコンや扇風機で風をつくり、外出時は扇

　子やうちわがあると便利です。

　※問い合わせは、福祉保健課　☎８３－２７７７

    「簡単！やさしいお食事づくり講習会」　
 （障害者自立生活サポート事業）

　　障害がある方も気楽に参加できるやさしい講習会です。

　　参加者一人ひとりがご自身のできることを分担し、助け合いながら、身体に優しい食事を作り

　楽しく食べる講習会です。みなさんのお申し込みをお待ちしております。

　　〔日　時〕　７月１７日（祝）　午前９時３０分から午後２時

　　　　　　　８月１１日（祝）　午前９時３０分から午後２時

　　〔会　場〕　保健福祉センター　栄養指導室

　　〔対象者〕　身体障害者手帳・精神保健福祉手帳・愛の手帳などをお持ちの方、もしくは同等の

　　　　　　　障害があると判断される方で、保健福祉センターにいらっしゃることができる方

　　＊初めてお申し込みをされる方は、担当保健師に心身の状況をおきかせください。

　　※問い合わせは、福祉保健課　☎８３－２７７７
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ま
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令
和
５
年
度
に
お
け
る
後
期

高
齢
者
医
療
保
険
料
が
決
定
し

ま
し
た
の
で
、
７
月
中
旬
に
通

知
し
ま
す
。

　
４
月
１
日
を
基
準
に
被
保
険

者
の
資
格
が
あ
る
方
（
４
月
１

日
以
降
、
75
歳
に
な
っ
た
方
や

転
入
な
ど
で
資
格
を
取
得
し
た

方
を
含
む
）
で
、普
通
徴
収
（
納

付
書
で
の
お
支
払
い
や
銀
行
口

座
か
ら
の
引
落
と
し
）
の
方

は
、
７
月
か
ら
納
付
が
始
ま
り

ま
す
。
特
別
徴
収
（
年
金
か
ら

の
差
し
引
き
）
の
方
は
、
既
に

年
金
か
ら
の
差
し
引
き
で
保
険

料
を
納
付
い
た
だ
い
て
い
ま
す

が
、
前
年
の
所
得
に
応
じ
て
、

10
月
以
降
の
保
険
料
額
が
決
定

し
ま
す
。

　
な
お
、
保
険
料
率
は
、
法
令

に
基
づ
き
２
年
間
の
医
療
給
付

費
な
ど
に
応
じ
て
定
め
る
こ
と

に
な
っ
て
い
ま
す
。
令
和
５
年

度
の
保
険
料
率
や
負
担
軽
減
額

は
、
東
京
都
後
期
高
齢
者
医
療

広
域
連
合
議
会
に
お
い
て
議
決

さ
れ
ま
し
た
。

  

制
度
の
安
定
的
な
運
営
の
た

め
、
期
限
内
の
納
付
に
ご
協
力

を
お
願
い
し
ま
す
。

○保険料の計算方法について

令和５年度

後期高齢者医療保険料額 

（限度額：６６万円）

＝

均等割額 

被保険者1人あたり 

４６，４００円

＋

所得割額 

賦課のもととなる所得金額 

×所得割率　９．４９％

※賦課のもととなる所得金額＝前年の総所得金額等の合計－基礎控除額43万円

○保険料の軽減について

　後期高齢者医療制度の保険料は、所得に応じて、軽減する制度があります。

　軽減を受けるためには、所得の申告が必要です。

【均等割額の軽減】

　同じ世帯の後期高齢者医療被保険者全員と世帯主の「総所得金額等を合計した額」を

もとに、均等割額を軽減しています。

総所得金額等の合計が下記に該当する世帯
軽減

割合

43 万円＋（年金または給与所得者の合計数－１）× 10 万円以下 7割

43 万円＋（年金または給与所得者の合計数－１)× 10 万円＋ 29 万円×（被保険者数）以下 5割

43 万円＋（年金または給与所得者の合計数－１）× 10 万円＋ 53.5 万円×（被保険者数）以下 2割

＊６５歳以上（令和５年１月１日時点）の方の公的年金所得については、その所得からさらに１５万円（高

　齢者特別控除額）を差し引いた額で判定します。ただし、この１５万円（高齢者特別控除額）は所得

　割額の計算では適用されません。

＊世帯主が被保険者でない場合でも、世帯主の所得は軽減を判定する対象となります。

＊軽減判定は、当該年度の４月１日（年度途中に東京都で資格取得した方は資格取得時）における世帯 

  状況により行います。

●会社の健康保険など（国保・国保組合は除く） 

  の被扶養者だった方の保険料の軽減

　後期高齢者医療制度の資格取得の前日まで会

社の健康保険など（国保・国保組合は除く）の

被扶養者だった方の均等割額が、加入から２年

を経過する月まで５割軽減、所得割額はかかり

ません。

　なお、低所得による均等割額の軽減に該当す

る場合は、軽減割合の高い方が優先されます。

※問い合わせは、住民課　☎８３－２１８２

【所得割額の軽減】

被保険者本人の ｢賦課のもととなる所得金額 ｣を

もとに、所得割額を軽減しています

賦課のもととなる所得金額 軽減割合

15 万円以下 50％

20 万円以下 25％

所得割額の軽減については、東京都後期高齢者
医療広域連合独自の軽減措置です。
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  の被扶養者だった方の保険料の軽減

　後期高齢者医療制度の資格取得の前日まで会

社の健康保険など（国保・国保組合は除く）の

被扶養者だった方の均等割額が、加入から２年

を経過する月まで５割軽減、所得割額はかかり

ません。

　なお、低所得による均等割額の軽減に該当す

る場合は、軽減割合の高い方が優先されます。

※問い合わせは、住民課　☎８３－２１８２

【所得割額の軽減】

被保険者本人の ｢賦課のもととなる所得金額 ｣を

もとに、所得割額を軽減しています

賦課のもととなる所得金額 軽減割合

15 万円以下 50％

20 万円以下 25％

所得割額の軽減については、東京都後期高齢者
医療広域連合独自の軽減措置です。
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均等割額 
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４６，４００円
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所得割額 
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×所得割率　９．４９％

※賦課のもととなる所得金額＝前年の総所得金額等の合計－基礎控除額43万円

○保険料の軽減について

　後期高齢者医療制度の保険料は、所得に応じて、軽減する制度があります。

　軽減を受けるためには、所得の申告が必要です。
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　割額の計算では適用されません。
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  状況により行います。
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る場合は、軽減割合の高い方が優先されます。

※問い合わせは、住民課　☎８３－２１８２

【所得割額の軽減】

被保険者本人の ｢賦課のもととなる所得金額 ｣を

もとに、所得割額を軽減しています

賦課のもととなる所得金額 軽減割合
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所得割額の軽減については、東京都後期高齢者
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な
お
、
保
険
料
率
は
、
法
令

に
基
づ
き
２
年
間
の
医
療
給
付

費
な
ど
に
応
じ
て
定
め
る
こ
と

に
な
っ
て
い
ま
す
。
令
和
５
年

度
の
保
険
料
率
や
負
担
軽
減
額

は
、
東
京
都
後
期
高
齢
者
医
療

広
域
連
合
議
会
に
お
い
て
議
決

さ
れ
ま
し
た
。

  

制
度
の
安
定
的
な
運
営
の
た

め
、
期
限
内
の
納
付
に
ご
協
力

を
お
願
い
し
ま
す
。

○保険料の計算方法について

令和５年度

後期高齢者医療保険料額 

（限度額：６６万円）

＝

均等割額 

被保険者1人あたり 

４６，４００円

＋

所得割額 

賦課のもととなる所得金額 

×所得割率　９．４９％

※賦課のもととなる所得金額＝前年の総所得金額等の合計－基礎控除額43万円

○保険料の軽減について

　後期高齢者医療制度の保険料は、所得に応じて、軽減する制度があります。

　軽減を受けるためには、所得の申告が必要です。

【均等割額の軽減】

　同じ世帯の後期高齢者医療被保険者全員と世帯主の「総所得金額等を合計した額」を

もとに、均等割額を軽減しています。

総所得金額等の合計が下記に該当する世帯
軽減

割合

43 万円＋（年金または給与所得者の合計数－１）× 10 万円以下 7割

43 万円＋（年金または給与所得者の合計数－１)× 10 万円＋ 29 万円×（被保険者数）以下 5割

43 万円＋（年金または給与所得者の合計数－１）× 10 万円＋ 53.5 万円×（被保険者数）以下 2割

＊６５歳以上（令和５年１月１日時点）の方の公的年金所得については、その所得からさらに１５万円（高

　齢者特別控除額）を差し引いた額で判定します。ただし、この１５万円（高齢者特別控除額）は所得

　割額の計算では適用されません。

＊世帯主が被保険者でない場合でも、世帯主の所得は軽減を判定する対象となります。

＊軽減判定は、当該年度の４月１日（年度途中に東京都で資格取得した方は資格取得時）における世帯 

  状況により行います。

●会社の健康保険など（国保・国保組合は除く） 

  の被扶養者だった方の保険料の軽減

　後期高齢者医療制度の資格取得の前日まで会

社の健康保険など（国保・国保組合は除く）の

被扶養者だった方の均等割額が、加入から２年

を経過する月まで５割軽減、所得割額はかかり

ません。

　なお、低所得による均等割額の軽減に該当す

る場合は、軽減割合の高い方が優先されます。

※問い合わせは、住民課　☎８３－２１８２

【所得割額の軽減】

被保険者本人の ｢賦課のもととなる所得金額 ｣を

もとに、所得割額を軽減しています

賦課のもととなる所得金額 軽減割合

15 万円以下 50％

20 万円以下 25％

所得割額の軽減については、東京都後期高齢者
医療広域連合独自の軽減措置です。
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が
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方
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４
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以
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、
75
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に
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や
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な
ど
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を
取
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を
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む
）
で
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収
（
納

付
書
で
の
お
支
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い
や
銀
行
口

座
か
ら
の
引
落
と
し
）
の
方

は
、
７
月
か
ら
納
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が
始
ま
り

ま
す
。
特
別
徴
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（
年
金
か
ら

の
差
し
引
き
）
の
方
は
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既
に

年
金
か
ら
の
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で
保
険

料
を
納
付
い
た
だ
い
て
い
ま
す

が
、
前
年
の
所
得
に
応
じ
て
、

10
月
以
降
の
保
険
料
額
が
決
定

し
ま
す
。

　
な
お
、
保
険
料
率
は
、
法
令

に
基
づ
き
２
年
間
の
医
療
給
付

費
な
ど
に
応
じ
て
定
め
る
こ
と

に
な
っ
て
い
ま
す
。
令
和
５
年

度
の
保
険
料
率
や
負
担
軽
減
額

は
、
東
京
都
後
期
高
齢
者
医
療

広
域
連
合
議
会
に
お
い
て
議
決

さ
れ
ま
し
た
。

  

制
度
の
安
定
的
な
運
営
の
た

め
、
期
限
内
の
納
付
に
ご
協
力

を
お
願
い
し
ま
す
。

○保険料の計算方法について

令和５年度

後期高齢者医療保険料額 

（限度額：６６万円）

＝

均等割額 

被保険者1人あたり 

４６，４００円

＋

所得割額 

賦課のもととなる所得金額 

×所得割率　９．４９％

※賦課のもととなる所得金額＝前年の総所得金額等の合計－基礎控除額43万円

○保険料の軽減について

　後期高齢者医療制度の保険料は、所得に応じて、軽減する制度があります。

　軽減を受けるためには、所得の申告が必要です。

【均等割額の軽減】

　同じ世帯の後期高齢者医療被保険者全員と世帯主の「総所得金額等を合計した額」を

もとに、均等割額を軽減しています。

総所得金額等の合計が下記に該当する世帯
軽減

割合

43 万円＋（年金または給与所得者の合計数－１）× 10 万円以下 7割

43 万円＋（年金または給与所得者の合計数－１)× 10 万円＋ 29 万円×（被保険者数）以下 5割

43 万円＋（年金または給与所得者の合計数－１）× 10 万円＋ 53.5 万円×（被保険者数）以下 2割

＊６５歳以上（令和５年１月１日時点）の方の公的年金所得については、その所得からさらに１５万円（高

　齢者特別控除額）を差し引いた額で判定します。ただし、この１５万円（高齢者特別控除額）は所得

　割額の計算では適用されません。

＊世帯主が被保険者でない場合でも、世帯主の所得は軽減を判定する対象となります。

＊軽減判定は、当該年度の４月１日（年度途中に東京都で資格取得した方は資格取得時）における世帯 

  状況により行います。

●会社の健康保険など（国保・国保組合は除く） 

  の被扶養者だった方の保険料の軽減

　後期高齢者医療制度の資格取得の前日まで会

社の健康保険など（国保・国保組合は除く）の

被扶養者だった方の均等割額が、加入から２年

を経過する月まで５割軽減、所得割額はかかり

ません。

　なお、低所得による均等割額の軽減に該当す

る場合は、軽減割合の高い方が優先されます。

※問い合わせは、住民課　☎８３－２１８２

【所得割額の軽減】

被保険者本人の ｢賦課のもととなる所得金額 ｣を

もとに、所得割額を軽減しています

賦課のもととなる所得金額 軽減割合

15 万円以下 50％

20 万円以下 25％

所得割額の軽減については、東京都後期高齢者
医療広域連合独自の軽減措置です。
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４
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で
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の
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し
）
の
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は
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ま
す
。
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年
金
か
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の
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し
引
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）
の
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は
、
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に

年
金
か
ら
の
差
し
引
き
で
保
険

料
を
納
付
い
た
だ
い
て
い
ま
す

が
、
前
年
の
所
得
に
応
じ
て
、

10
月
以
降
の
保
険
料
額
が
決
定

し
ま
す
。

　
な
お
、
保
険
料
率
は
、
法
令

に
基
づ
き
２
年
間
の
医
療
給
付

費
な
ど
に
応
じ
て
定
め
る
こ
と

に
な
っ
て
い
ま
す
。
令
和
５
年

度
の
保
険
料
率
や
負
担
軽
減
額

は
、
東
京
都
後
期
高
齢
者
医
療

広
域
連
合
議
会
に
お
い
て
議
決

さ
れ
ま
し
た
。

  

制
度
の
安
定
的
な
運
営
の
た

め
、
期
限
内
の
納
付
に
ご
協
力

を
お
願
い
し
ま
す
。

○保険料の計算方法について

令和５年度

後期高齢者医療保険料額 

（限度額：６６万円）

＝

均等割額 

被保険者1人あたり 

４６，４００円

＋

所得割額 

賦課のもととなる所得金額 

×所得割率　９．４９％

※賦課のもととなる所得金額＝前年の総所得金額等の合計－基礎控除額43万円

○保険料の軽減について

　後期高齢者医療制度の保険料は、所得に応じて、軽減する制度があります。

　軽減を受けるためには、所得の申告が必要です。

【均等割額の軽減】

　同じ世帯の後期高齢者医療被保険者全員と世帯主の「総所得金額等を合計した額」を

もとに、均等割額を軽減しています。

総所得金額等の合計が下記に該当する世帯
軽減

割合

43 万円＋（年金または給与所得者の合計数－１）× 10 万円以下 7割

43 万円＋（年金または給与所得者の合計数－１)× 10 万円＋ 29 万円×（被保険者数）以下 5割

43 万円＋（年金または給与所得者の合計数－１）× 10 万円＋ 53.5 万円×（被保険者数）以下 2割

＊６５歳以上（令和５年１月１日時点）の方の公的年金所得については、その所得からさらに１５万円（高

　齢者特別控除額）を差し引いた額で判定します。ただし、この１５万円（高齢者特別控除額）は所得

　割額の計算では適用されません。

＊世帯主が被保険者でない場合でも、世帯主の所得は軽減を判定する対象となります。

＊軽減判定は、当該年度の４月１日（年度途中に東京都で資格取得した方は資格取得時）における世帯 

  状況により行います。

●会社の健康保険など（国保・国保組合は除く） 

  の被扶養者だった方の保険料の軽減

　後期高齢者医療制度の資格取得の前日まで会

社の健康保険など（国保・国保組合は除く）の

被扶養者だった方の均等割額が、加入から２年

を経過する月まで５割軽減、所得割額はかかり

ません。

　なお、低所得による均等割額の軽減に該当す

る場合は、軽減割合の高い方が優先されます。

※問い合わせは、住民課　☎８３－２１８２

【所得割額の軽減】

被保険者本人の ｢賦課のもととなる所得金額 ｣を

もとに、所得割額を軽減しています

賦課のもととなる所得金額 軽減割合

15 万円以下 50％

20 万円以下 25％

所得割額の軽減については、東京都後期高齢者
医療広域連合独自の軽減措置です。
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○保険料の計算方法について

令和５年度

後期高齢者医療保険料額 

（限度額：６６万円）

＝

均等割額 

被保険者1人あたり 

４６，４００円

＋

所得割額 

賦課のもととなる所得金額 

×所得割率　９．４９％

※賦課のもととなる所得金額＝前年の総所得金額等の合計－基礎控除額43万円

○保険料の軽減について

　後期高齢者医療制度の保険料は、所得に応じて、軽減する制度があります。

　軽減を受けるためには、所得の申告が必要です。

【均等割額の軽減】

　同じ世帯の後期高齢者医療被保険者全員と世帯主の「総所得金額等を合計した額」を

もとに、均等割額を軽減しています。

総所得金額等の合計が下記に該当する世帯
軽減

割合

43 万円＋（年金または給与所得者の合計数－１）× 10 万円以下 7割

43 万円＋（年金または給与所得者の合計数－１)× 10 万円＋ 29 万円×（被保険者数）以下 5割

43 万円＋（年金または給与所得者の合計数－１）× 10 万円＋ 53.5 万円×（被保険者数）以下 2割

＊６５歳以上（令和５年１月１日時点）の方の公的年金所得については、その所得からさらに１５万円（高

　齢者特別控除額）を差し引いた額で判定します。ただし、この１５万円（高齢者特別控除額）は所得

　割額の計算では適用されません。

＊世帯主が被保険者でない場合でも、世帯主の所得は軽減を判定する対象となります。

＊軽減判定は、当該年度の４月１日（年度途中に東京都で資格取得した方は資格取得時）における世帯 

  状況により行います。

●会社の健康保険など（国保・国保組合は除く） 

  の被扶養者だった方の保険料の軽減

　後期高齢者医療制度の資格取得の前日まで会

社の健康保険など（国保・国保組合は除く）の

被扶養者だった方の均等割額が、加入から２年

を経過する月まで５割軽減、所得割額はかかり

ません。

　なお、低所得による均等割額の軽減に該当す

る場合は、軽減割合の高い方が優先されます。

※問い合わせは、住民課　☎８３－２１８２

【所得割額の軽減】

被保険者本人の ｢賦課のもととなる所得金額 ｣を

もとに、所得割額を軽減しています

賦課のもととなる所得金額 軽減割合

15 万円以下 50％

20 万円以下 25％

所得割額の軽減については、東京都後期高齢者
医療広域連合独自の軽減措置です。
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療
保
険
料
が
決
定
し

ま
し
た
の
で
、
７
月
中
旬
に
通

知
し
ま
す
。

　
４
月
１
日
を
基
準
に
被
保
険

者
の
資
格
が
あ
る
方
（
４
月
１

日
以
降
、
75
歳
に
な
っ
た
方
や

転
入
な
ど
で
資
格
を
取
得
し
た

方
を
含
む
）
で
、普
通
徴
収
（
納

付
書
で
の
お
支
払
い
や
銀
行
口

座
か
ら
の
引
落
と
し
）
の
方

は
、
７
月
か
ら
納
付
が
始
ま
り

ま
す
。
特
別
徴
収
（
年
金
か
ら

の
差
し
引
き
）
の
方
は
、
既
に

年
金
か
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の
差
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引
き
で
保
険

料
を
納
付
い
た
だ
い
て
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ま
す

が
、
前
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の
所
得
に
応
じ
て
、

10
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以
降
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保
険
料
額
が
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定

し
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す
。

　
な
お
、
保
険
料
率
は
、
法
令
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間
の
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給
付
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ど
に
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定
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と

に
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年

度
の
保
険
料
率
や
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額

は
、
東
京
都
後
期
高
齢
者
医
療

広
域
連
合
議
会
に
お
い
て
議
決

さ
れ
ま
し
た
。

  

制
度
の
安
定
的
な
運
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た

め
、
期
限
内
の
納
付
に
ご
協
力
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願
い
し
ま
す
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○保険料の計算方法について

令和５年度

後期高齢者医療保険料額 

（限度額：６６万円）

＝

均等割額 

被保険者1人あたり 

４６，４００円

＋

所得割額 

賦課のもととなる所得金額 

×所得割率　９．４９％

※賦課のもととなる所得金額＝前年の総所得金額等の合計－基礎控除額43万円

○保険料の軽減について

　後期高齢者医療制度の保険料は、所得に応じて、軽減する制度があります。

　軽減を受けるためには、所得の申告が必要です。

【均等割額の軽減】

　同じ世帯の後期高齢者医療被保険者全員と世帯主の「総所得金額等を合計した額」を

もとに、均等割額を軽減しています。

総所得金額等の合計が下記に該当する世帯
軽減

割合
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43 万円＋（年金または給与所得者の合計数－１)× 10 万円＋ 29 万円×（被保険者数）以下 5割

43 万円＋（年金または給与所得者の合計数－１）× 10 万円＋ 53.5 万円×（被保険者数）以下 2割

＊６５歳以上（令和５年１月１日時点）の方の公的年金所得については、その所得からさらに１５万円（高

　齢者特別控除額）を差し引いた額で判定します。ただし、この１５万円（高齢者特別控除額）は所得

　割額の計算では適用されません。

＊世帯主が被保険者でない場合でも、世帯主の所得は軽減を判定する対象となります。

＊軽減判定は、当該年度の４月１日（年度途中に東京都で資格取得した方は資格取得時）における世帯 

  状況により行います。

●会社の健康保険など（国保・国保組合は除く） 

  の被扶養者だった方の保険料の軽減

　後期高齢者医療制度の資格取得の前日まで会

社の健康保険など（国保・国保組合は除く）の

被扶養者だった方の均等割額が、加入から２年

を経過する月まで５割軽減、所得割額はかかり

ません。

　なお、低所得による均等割額の軽減に該当す

る場合は、軽減割合の高い方が優先されます。

※問い合わせは、住民課　☎８３－２１８２

【所得割額の軽減】

被保険者本人の ｢賦課のもととなる所得金額 ｣を

もとに、所得割額を軽減しています

賦課のもととなる所得金額 軽減割合

15 万円以下 50％

20 万円以下 25％

所得割額の軽減については、東京都後期高齢者
医療広域連合独自の軽減措置です。
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